
お知らせお知らせ
年
末
調
整
等
説
明
会
の
開
催

年
末
調
整
等
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。

●
日
時
／
11
月
11
日
（
火
）
14
時
～
16
時

●
場
所
／
湯
浅
納
税
協
会
3
階
会
議
室

（
湯
浅
町
湯
浅
2
4
3
0
番
地
77
）

●
定
員
／
40
人

※
事
前
に
湯
浅
納
税
協
会
へ
の
予
約
が
必

要
で
す
。

●
共
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

問

公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税
協
会
☎

6
3
‐
5
4
5
4
・
湯
浅
税
務
署 

法

人
課
税
部
門
☎
６
３
‐
5
4
0
6

子
育
て

◆
◆
◆

「
里
親
制
度
」
ご
存
じ
で
す
か
？

家
庭
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
「
お
か
え
り
」
と
「
た
だ
い
ま
」
を

言
え
る
場
所
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

・
里
親
に
な
る
に
は
資
格
が
い
る
の
？

・
ど
う
し
た
ら
里
親
に
な
れ
る
の
？

・
里
親
と
養
子
縁
組
の
違
い
は
？

・
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か
で

き
る
こ
と
は
な
い
か
な
？　

な
ど

里
親
に
興
味
を
お
持
ち
の
方
、
里
親
に

つ
い
て
知
り
た
い
と
思
わ
れ
て
い
る
方
、

ど
な
た
で
も
自
由
に
参
加
し
て
い
た
だ
け

ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
里
親
制
度
個
別
相
談
会

・
日
時
／
11
月
28
日
（
金
）
11
時
～
14
時

・
場
所
／
有
田
川
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

（
A
L
E
C
）
研
修
室
3

●
パ
ネ
ル
展
示

・
日
時
／
11
月
19
日
（
水
）
～
11
月
28
日

（
金
）

・
場
所
／
有
田
川
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

（
A
L
E
C
）
研
修
室
3

問

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
な
で
し
こ

　

☎
0
7
3
6
‐
6
7
‐
7
5
8
4

　

フ
ァ
ク
ス
0
7
3
6
‐
6
7
‐
7
5
8
5

保 
険

◆
◆
◆

資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
を
送
り
ま
す

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
（
保
険
証
）
の
有
効
期
限
は
12
月
1

日
（
月
）
で
す
。

今
ま
で
の
「
被
保
険
者
証
」
に
代
わ
り

12
月
1
日
（
月
）
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け

る
「
資
格
確
認
書
」
を
11
月
中
旬
か
ら
順

次
、
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
と

ひ
も
付
け
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
普
通
郵

便
で
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

し
ま
す
。

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
は
通
常
、

有
効
期
限
が
な
い
た
め
、
既
に
お
持
ち
の

方
は
住
所
な
ど
に
変
更
が
な
い
限
り
、
同

じ
も
の
を
使
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
保
険
証
だ
け
で
も
医
療
機
関
を
受
診
で

き
ま
す
が
、
読
み
取
り
機
な
ど
に
不
具
合

が
あ
っ
た
場
合
の
備
え
と
し
て
、
マ
イ
ナ

保
険
証
と
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
は

一
緒
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
が
切
れ
た
古
い
保
険
証
は
役

場
に
返
却
す
る
か
、
ご
自
分
で
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
転
職
・
引
っ
越
し
な
ど
で
加
入

し
て
い
る
保
険
者
が
変
わ
っ
た
場
合
、
国

民
健
康
保
険
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ

の
場
合
は
、
役
場
で
資
格
喪
失
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
の
あ
る
方

で
、
滞
納
の
状
況
に
よ
っ
て
は
資
格
確

認
書
（
特
別
療
養
費
）
な
ど
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
特
別
療
養
費
の
支
給
対
象
と

な
っ
た
場
合
、
一
旦
医
療
機
関
で
費
用

の
全
額
を
お
支
払
い
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
滞
納

の
ま
ま
に
せ
ず
、
速
や
か
に
納
め
て
い

た
だ
く
か
、
納
付
相
談
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

資
格
確
認
書
の
有
効
期
限

12
月
1
日
（
月
）
か
ら
使
え
る
資

格
確
認
書
の
有
効
期
限
は
令
和
8
年

（
2
0
2
6
年
）
7
月
31
日
（
金
）
で
す
。

た
だ
し
、
有
効
期
限
ま
で
に
70
歳
に
到

達
さ
れ
る
方
の
有
効
期
限
は
、
70
歳
に
達

し
た
月
の
末
日
で
す
。
ま
た
、
75
歳
に
到

達
さ
れ
る
方
の
有
効
期
限
は
、
誕
生
日
の

前
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

高
齢
受
給
者
証
の
提
示
が
不
要

と
な
り
ま
す

70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
医
療
機
関
で
支
払
う
一
部

負
担
金
の
割
合
（
2
割
ま
た
は
3
割
）
を

示
す
「
高
齢
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
12
月
１
日
（
月
）
以
降
お
使

い
い
た
だ
け
る
「
資
格
確
認
書
」
に
は
一

部
負
担
金
の
割
合
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
医
療
機
関
で
「
高
齢
受
給
者
証
」
を

提
示
し
な
く
て
も
負
担
金
の
割
合
が
分
か

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
の
方
も
「
高

齢
受
給
者
証
」
が
な
く
て
も
、
医
療
機
関

で
負
担
金
の
割
合
が
分
か
り
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）
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